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薬事情報センターからのお知らせ 
 

○令和７年度医療機器販売業等の営業所管理者、医療機器修理業の責任

技術者に対する継続研修会開催について 
 

 標記の件につきましては、薬機法施行規則第１６８条、第１７５条第２項及び第１

９４条の規定により、高度医療機器販売業等の営業所管理者や医療機器修理業等の責

任技術者は、毎年度研修を受講することが義務づけられております。 

 令和７年度標記継続研修会を下記のとおり開催いたします。受講対象者で今年度ま

だ受講していない場合には必ず受講をしていただきたくご連絡いたします。 

 なお、今年度の開催形式は、インターネットを利用した研修といたしました。事前

申込、受講期間を設定しておりますのでご留意ください。 

記 

開催形式：Ｗｅｂ研修形式（日薬作成コンテンツの受講及びレポートの提出） 

配信期間：令和７年１１月１０日（月）～１１月１６日（日） 

 

 ※定員先着２００名 

（１０月１日申込締切になりますが、定員になり次第締め切らせていただきます） 

申込方法 

山梨県薬剤師会ホームページ「お知らせ欄」に開催案内を掲載いたしましたのでご

覧いただき、受講料をお振込のうえ、同ページ内の申込フォームよりお申し込みくだ

さい。 
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○令和７年「老人の日・老人週間」キャンペーンについて 
 
標語 「みんなで築こう健康長寿と地域共生社会」 
 
キャンペーンが目指す６つの目標 

（１）すべての高齢者が安心して自立した生活がで

きる、保健・福祉のまちづくりを進め、ふれあ

いの輪を広げよう。 
（２）高齢者の知識、経験や能力をいかした、就労・

社会参加・ボランティア活動を進めよう。 
（３）高齢者の生きがい・健康づくり、介護予防等

への取り組みを進めよう。 
（４）高齢者の人権を尊重し、認知症高齢者への支

援のあり方や介護問題等をみんなで考え、高齢

者や介護者を支える取り組みを積極的に進め

よう。 
（５）高齢社会における家族や地域社会等の役割を

理解し、多世代がお互いに協力して安心と活力

ある健康長寿社会をつくろう。 
（６）減災や防災への取り組みに関心を持ち、日頃

から地域でのつながりを築こう。 

キャンペーン期間 

 令和７年９月１５日の「老人の日」から２１日までの７日間「老人週間」 

「老人の日・老人週間」の経緯 
 昭和２２年（１９４７年）に兵庫県多可郡野間谷村で行われた敬老行事がきっかけとなり、

昭和２５年（１９５０年）、９月１５日を「としよりの日」としようとする敬老・福祉の県民

運動が開始されました。 
 昭和２６年（１９５１年）、中央社会福祉協議会（現：全社協）が全国運動を提唱。９月１

５日から２１日までの１週間を運動週間として、「老人を敬い慰め、励ますとともに、老人福

祉に対する国民的理解を促進し、老人自身もまたその立場を自覚し、新しい社会建設に参加

する」ことをうたって様々な活動が推進されました。 
 「としよりの日」は後に「老人の日」を経て昭和４１年（１９６６年）に国民の祝日「敬老

の日」へと発展しました。そして、平成１３年（２００１年）の老人福祉法の改正により、９

月１５日が「老人の日」、同月２１日までの１週間が「老人週間」と定められました。 
 なお、「国民の祝日に関する法律」の改正により、平成１５年（２００３年）から「敬老の

日」が９月の第３月曜日となりました。 
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○令和７年度健康増進普及月間について 
 
【趣旨】 

 平均寿命の著しい伸長にみられるように、近年の国民の健康水準の向上には目覚ま

しいものがある一方で、人口の高齢化、社会生活環境の急激な変化等に伴い、糖尿病、

がん、心臓病、脳卒中等に代表される生活習慣病の増加等が大きな問題となっている。 

 このような人口の高齢化及び疾病構造の変化を勘案すれば、疾病の早期発見や治療

に留まることなく、生活習慣を改善して健康を増進し、生活習慣病等の発病を予防す

る「一次予防」に重点を置いた対策を強力に推進し、日常生活に制限のない期間であ

る「健康寿命」の延伸を図っていくことが極めて重要となっている。 

 また、生活習慣病は日常生活の存り方と深く関連していることから、国民の健康の

保持・増進を図るためには、運動習慣の定着や食生活の改善といった健康的な生活習

慣の確立が重要である。 

 このため、生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要

性についての国民一人一人の理解を深め、さらにその健康づくりの実践を促進するた

め、令和７年９月１日から 30 日までの１か月間を健康増進普及月間とし、食生活改

善普及運動と連携して、種々の行事等を全国的に実施するものである。 

 

【実施機関】厚生労働省並びに健康増進普及月間の趣旨に賛同する都道府県、特別区、

市町村及び関係団体 
 
【実施期間】令和７年９月１日～９月３０日 
 
【統一標語】１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 良い睡眠 
      ～健康寿命の延伸～ 
 
 

 

 

 

○令和７年度食生活改善普及運動について 
 

【主旨】 

 健康日本２１（第三次）は、健康寿命の延伸及び健康格差の縮小の実現を目指し、

個人の行動と健康状態の改善及び社会環境の質の向上を図ることとしている。 

 とりわけ栄養・食生活の改善は、生活習慣病（ＮＣＤｓ）の予防のほか、生活機能

の維持・向上の観点からも重要であり、適切な量と質の食事を摂取する観点で、「バラ

ンスの良い食事を摂っている者の増加」、「野菜摂取量の増加」、「果物摂取量の改善」、

「食塩摂取量の減少」等を、栄養・食生活領域の目標として掲げている。栄養・食生

活の改善を推進するためには、行政機関だけでなく企業や民間団体等の多様な主体が

連携し、食生活改善やそのための食事を支える食環境づくりを進めることが重要であ

る。そのため、令和７年度の食生活改善普及運動では、「まずは毎日、あと一皿ずつ野

菜と果物をプラス」を重点テーマとし、種々の取組を全国的に実施することとした。 
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【実施期間】 

令和７年９月１日（月）～３０日（火） 

 

【運動の内容】 

 健康日本２１（第三次）における栄養・食生活領域の目標に掲げられている「野菜

摂取量の増加」、「果物摂取量の改善」、「バランスの良い食事を摂っている者の増加」、

「食塩摂取量の減少」に焦点を当てた取組を重点的に展開する。 
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○定期購読から 

 
定期購読から 
薬事情報センターで定期購読している雑誌の目次を一部掲載したものです。 
貸し出し、ＦＡＸ、コピー等はできませんので、事務局にて閲覧をお願いします。 
               月刊薬事 2025 Vol.67No.11 
               【特集】早期発見から治療継続につなげる 
                  認知機能低下・認知症のある人のケア 
                ・早期介入のために知っておきたい認知機能低下のアセスメ

ントと原因疾患 
                ・こんなときどうする？認知症のある人への対応 
                 ・ＢＰＳＤへの非薬物療法はそうする？ 
                 ・ＢＰＳＤへの薬剤選択はどうする？etc 
                ・退院後の治療継続のコツ 
                 ・退院後を見据えた認知症の治療とケア 
               ◇精神科のおくすり事情 
                ・引きこもるようになり妄想・幻聴に襲われはじめた若年青

年 
 
               調剤と情報 2025 Vol.31No.11 
               【特集】骨卒中のリスクに備える 
                   生活習慣病・慢性疾患と骨 
                ・骨の健康に影響する生活習慣病・慢性疾患 
                ・生活習慣病・慢性疾患と骨 
                 ・糖尿病、循環器疾患、脂質異常症、慢性腎臓病、慢性閉

塞性肺疾患 
                ・医薬品と骨の健康の関わり 
                ・グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症 
                ・妊婦が骨に与える影響 
               【今月の話題】 
                ・薬局・薬剤師を巡る議論の状況と、取り組むべ喫緊の課題

について 
 
               薬局 2025 Vol.76No.9 
               【特集】耳鼻咽喉科のトビラ 
                  解剖生理から薬学管理までまるわかり 
                ・耳鼻咽喉科の各器官のしくみとはたらき 

                ・鼻のしくみとはたらき 
                 ・耳のはたらきとしくみ 
                 ・咽頭のはたらきとしくみ 
                ・耳鼻咽喉科の主な疾患と治療、服薬指導・薬学管理 
                 ・アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、嗅覚障害、外耳炎、中耳

炎、めまい、難聴、耳垢、急性咽頭炎・扁桃炎 
                ・みみ・はな・のどに使うＯＴＣ外用剤などの関係情報 
                ・点鼻薬・点耳薬の図鑑 
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○薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業について 

 
 医療安全対策委員会では、標記事業の参加登録の推進を行っております。共有すべ

き事例２０２５年Ｎｏ.６が公開されています。 

日本医療機能評価機構ホームページからご覧いただけます。 

（http://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/） 
 参加登録及び事例報告をお願いいたします。 

 

共有すべき事例 ２０２５年Ｎｏ.６ 
事例 1 調剤に関する事例【患者の理解の確認不足】 

事例 【事例の詳細】 

 ５０歳代の患者がタリージェ錠５ｍｇ１回１錠１日２回朝夕食後を服用し

ていたが、今回から増量になり、タリージェ錠１０ｍｇ１回１錠１日２回朝

夕食後が処方された。薬剤師は患者にタリージェ錠が５ｍｇから１０ｍｇに

変更になったことを伝え、薬剤を交付した。処方医から薬剤を増量すると説

明を受けていた患者は、タリージェ錠１０ｍｇを１回２錠服用した。次の来

局時、患者から服薬後にふらつくことがあったと伝えられ、薬剤師が患者に

服用状況を確認したところ、２倍量を服用していたことがわかった。 

【背景・要因】 

 薬剤師は、患者にタリージェ錠が５ｍｇから１０ｍｇに変更になったこと

を説明した際、１回に服用する錠数を正しく理解しているかを患者に確認し

ていなかった。 

【薬局から報告された改善策】 

 今回の事例を薬局のスタッフと共有し、交付時に１回に服用する錠数を患

者に説明して、患者が正しく理解しているか確認するよう周知した。 

事例のポイン

ト 

・本事例は、継続して処方されていた薬剤が増量になり規格が変更された

際、薬剤師は規格の変更を説明したが、服用方法を正しく理解しているか

患者に確認しておらず、患者が誤って２倍量を服用した事例である。 

・薬剤師は、交付時に患者に説明を行ったとしても、患者の思い込みや聞き

間違い、薬袋や薬剤情報提供書の読み間違いなどにより、患者に正しい服

用方法が伝わらない可能性があることを認識しておく必要がある。 

・交付時、薬剤師は一方的に説明を行うのではなく、薬袋や薬剤情報提供書

の記載内容を患者と一緒に確認しながら情報を漏れなくわかりやすく伝

え、患者が正しく理解しているか確認することが重要である。 

 

 

 

事例２ 疑義照会・処方医への情報提供に関する事例【病態禁忌】 
事例 【事例の詳細】 

 感冒の症状でクリニックを受診した６０歳代の男性患者にＰＬ配合顆粒が

処方された。患者は初めての来局で、お薬手帳は所持しておらず、患者から

も服用している薬剤を聴取できなかった。患者からマイナ保険証の提示があ

ったため、同意を得てオンライン資格確認等システムで薬剤情報を閲覧した

ところ、ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇを服用していることがわかった。薬剤

師は処方医に、患者が前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬を服用しているこ

とを伝えたところ、ＰＬ配合顆粒が削除になった。 

【推定される要因】 

 クリニックでは、患者が服用している薬剤を把握していなかったと考えら

れる。薬局の新規患者アンケートには現病歴・既往歴の欄に前立腺肥大症の

項目があるが、患者はチェックを付けていなかった。 
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【薬局での取り組み】 

 患者がマイナ保険証を持参している場合は、オンライン資格確認等システ

ムを利用し、併用薬などを確認する。 

その他の情報 ＰＬ配合顆粒の添付文書 ２０２４年１０月改訂（第３版）（一部抜粋） 

２.禁忌（次の患者には投与しないこと） 

２.６前立腺肥大等下部尿路に閉塞性疾患のある患者［本剤中のプロメタジン

メチレンジサリチル酸塩は抗コリン作用を有し、排尿困難を悪化させるおそ

れがある。］ 

事例のポイン

ト 

・本事例は、患者への聴取やお薬手帳から患者が服用している薬剤を把握で

きなかったため、薬剤師がオンライン資格確認等システムを活用して薬剤

情報を入手し、処方医に情報提供を行ったことにより、病態禁忌に該当す

る薬剤の交付を未然に防いだ事例である。 

・処方監査では、患者が服用している薬剤や現病歴・既往歴、副作用歴など

の情報をもとに処方内容の妥当性を確認することが求められる。そのため

には、患者からの聴取やお薬手帳、マイナ保険証によるオンライン資格確

認等システムなどの様々な情報源から情報を収集することが重要である。 

・薬剤師は、お薬手帳やマイナ保険証などを使用して医療機関・薬局・患者

間で情報を共有することが安全な薬物療法を行うために重要であることを

患者に説明し、それらの活用を促すことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

日本薬剤師会からのお知らせ 
 

○日薬ニュース 
【第３１２号】 
 ・日薬「地域医薬品提供体制強化のためのアクションリスト」策定 

 ・中医協、医療ＤＸ推進体制整備加算の実績要件の見直しについて了承 

 ・第５８回日薬学術大会（京都大会）の「事前参加登録」は８月６日まで！懇親会にも是非

ご参加を！！ 

 ・【重要】「日薬雑誌アプリ」をご活用ください 

 ・【重要】日薬雑誌１０月号～、郵送希望申込を受付中！ 
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〇熱中症対策のための高齢者への見守り・声かけについて 
 
 標記の件につきましては、日本薬剤師会を通じて環境省・厚生労働省より協力依頼

がありました。 
 今般、特に高齢者に対しては、なお一層の熱中症予防を行う必要があることから、

高齢者に対する熱中症予防行動の声かけ等の協力が求められています。 
 
 高齢者の熱中症になりやすい身体的特性  
 ・「暑い」と感じにくくなる 
 ・行動性体温調節が鈍る 
 ・発汗量・皮膚血流量の増加が遅れる 
 ・発汗量・皮膚血流量が減少する 
 ・体内の水分量が減少する 
 ・のどの渇きを感じにくくなる 
 
 高齢者の特性を踏まえた熱中症予防行動の呼びかけの例  
 ・のどが渇かなくても、早め早めに水分や塩分を補給しましょう 
 ・高血圧症や糖尿病などの持病があり治療中の方は、水分や塩分の摂取に関してか

かりつけ医や主治医と予め相談しましょう 
 ・高齢者は、暑さを感じにくいため、ＷＢＧＴ計や温湿度計などを用いて、室内温

度を一定に保つようにしましょう 
 ・エアコンを積極的に使用しましょう。その際、直接肌に風が当たらないようにし

ましょう 
 ・日常的に運動している高齢者は発汗量が多いことが知られていますので、無理の

ない範囲で、１日１回汗をかく運動を行うよう心がけましょう 
 ・高齢者の世話をする周囲の人は、高齢者の体調（元気か、食欲はあるか、熱はな

いか、脇の下・口腔の乾燥具合）、具合（体重、血圧の変化、心拍数、体温）、環

境（世話をする人がいない間の過ごし方、部屋の温度や湿度、風通し、換気、日

当たり）のそれぞれが適しているかどうかを確認・サポートしましょう 
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